
1 

①禁煙希望者（以下「本人」）の募集 

②本人が船員保険部に申込み 

③プログラムの初回面談予約用URLとパスワードを本人に通知 

④本人が初回面談をWEB上から予約 

⑤スマートフォンのビデオ通話による初回面談実施 

（LINEやSkypeなどのビデオ通話機能付きアプリを利用） 

⑥初回面談後、船員保険部と契約した委託事業者から専用アプリ 

 ＩＤが払い出され、本人に通知 

⑦専用アプリをダウンロードし、ログイン 

⑧委託事業者と提携している薬店より禁煙補助薬（以下「ニコチン
パッチ」）郵送に関する案内を通知 

⑨本人がWEB上で薬店へニコチンパッチの郵送手配 

⑩ニコチンパッチを自宅まで配送 

その後、定期的なスマートフォンのビデオ通話による禁煙指導 

（5回～8回）と専用アプリによる禁煙サポートを継続して実施。 

指導員によるオンライン面談以外の時間も専用アプリで禁煙をサポート 
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⑩ニコチンパッチの配送 
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船員保険におけるオンラインによる禁煙プログラムの実施について 

禁煙希望者 

委託事業者 船員保険部 

①案内募集 

②申し込み 

③予約用ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを通知 

※禁煙プログラムを提供している事業者と提携 

１．禁煙プログラムの流れ 

 直接医療機関へ通院することなく、スマートフォンのビデオ通話機能等を利用して、オンラインによる禁煙サポートを受け
るプログラム。 

 ※この禁煙プログラムは医療行為は含まれない、健康支援サポートプログラムとなります。 
 

 

 

④初回面談の予約 

⑤初回面談実施 

⑥専用アプリのID払出 
⑦専用アプリのダウン 
 ロード・ログイン 

⑧ニコチンパッチの案内通知 
⑨ニコチンパッチの郵送手配 
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２．実施期間 

 禁煙プログラムの実施期間は6か月間。 
 

３．費用  
 プログラム費用は、全国健康保険協会船員保険部で負担する。ただし、通信に係る費用は自己負担とする。 
 

 

 

禁煙治療の課題 
・仕事が忙しくて通院するのが大変 
・家の近くに禁煙治療のできる病院がない 
・病院に行くことに抵抗がある 
・禁煙に取組んでみたものの続かない 

オンラインによる禁煙プログラムの特徴 
・好きな時間に指導を受けることができる 
・医療機関や薬局に行く必要がない 
・通院や診察でなく心理的なハードルが低い 
・指導員と専用アプリによる手厚いサポート 


